
令和５年度の年金額改定（スライド）についてお知らせします 

 

令和５年度の年金額は、法律の規定（次の【年金額の改定ルール】を参照）に基づ

き、６７歳以下の方（昭和３１年４月２日以降に生まれた方）は前年度から２．２％の引き

上げとなり、６８歳以上の方（昭和３１年４月１日以前に生まれた方）は前年度から１．

９％の引き上げとなります。 

 

【年金額の改定ルール】 

 

 

 

 

 

 

※年金額の改定ルールに関する図示については、次の参考資料をご覧ください。 

令和５年度の年金額改定（スライド）に関するオフィシャルサイト  （PDF：２．７MB） 厚生労働省ホームページにリンク 

年金額は、名目手取り賃金変動率が物価変動率を上回る場合、６７歳以

下の方は名目手取り賃金変動率を、６８歳以上の方は物価変動率を用いて

改定することが法律で定められています。 
このため、令和５年度の年金額は、６７歳以下の方は名目手取り賃金変動

率（２．８％）を、６８歳以上の方は物価変動率（２．５％）を用いて改定します

が、令和５年度のマクロ経済スライドによる調整（▲０．３％）と、令和３年度・

令和４年度のマクロ経済スライドの未調整分による調整（▲０．３％）が行わ

れます。 

https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001040881.pdf


（１） 物価変動率・賃金変動率

令和５年度の年金額の改定（スライド）について

前年の消費者物価指数（ＣＰＩ）の変動率

２～４年度前（直近３年度平均）の実質賃金変動率

名目賃金変動率物価変動率

前年の消費者物価指数（ＣＰＩ）の変動率

【＋2.8％】

【＋0.3％】 （令和元～令和３年度平均実績値）

【＋2.5％】 （令和４年）

○ 年金額は、賃金や物価の変動に応じて毎年度改定を行う仕組みとなっている。名目賃金変動率が物価変動率を上回る場
合は、新規裁定者（67歳以下）は名目賃金変動率を、既裁定者（68歳以上）は物価変動率を用いて改定する。

○ この結果、令和５年度の年金額は、新規裁定者（昭和31年４月２日以後に生まれた方）は令和４年度から＋2.2％の増額改定となり、
既裁定者（昭和31年４月１日以前に生まれた方）は令和４年度から＋1.9％の増額改定となる。

【＋2.5％】 （令和４年）

【＋2.5％】

＋

（２）マクロ経済スライドによる調整 【▲0.6％】
【▲0.6％】 ＝令和５年度のマクロ経済スライド調整率（▲0.3％）

令和４年度のマクロ経済スライド調整率（▲0.2％）

令和３年度のマクロ経済スライド調整率（▲0.1％）

＋

＋

年金額改定率 【＋1.9％】 年金額改定率 【＋2.2％】

既裁定者
（68歳以上）

新規裁定者
（67歳以下）

キャリーオーバー分による調整

参考資料
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